
 

五條市奨学金返還支援補助金交付要綱 

令和７年３月２８日 

五條市告示第４４号 

（趣旨） 

第１条 市長は、奨学金返還者の就労初期における経済的負担を軽減することによ

って、若者世代の人口流出を防ぎ、五條市への定住の促進を図るため、奨学金返

還者に対し、予算の範囲内で五條市奨学金返還支援補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付するものとし、その交付に関しては、五條市補助金等交付規則（令和

３年３月五條市規則第１３号）に規定するもののほか、この要綱に定めるところ

による。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 大学等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定める大学、短期大学、

大学院、高等専門学校及び専修学校専門課程をいう。 

(2) 高校等 学校教育法に定める高等学校（本科別科・専攻科）、中等教育学校

（後期課程）、専修学校高等課程（高等専修学校）及び特別支援学校高等部（本

科・別科・専攻科）をいう。 

(3) 就業 次のいずれかに該当することをいう。  

ア １週間の所定労働時間が２０時間以上で継続して雇われており、かつ、翌年

度以降も継続して同じ事業所に勤務する意思を有している者（以下「被雇用

者」という。）が働くこと。 

イ 期間の定めなく個人で農業その他の事業を営み、かつ、１週間の労働時間が

２０時間以上の者（以下「自営業者」という。）が働くこと。 

 (4) 公務員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）に規定する地方公務員及

び国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）に規定する国家公務員をいう。 

(5) 定住 ５年以上住む意思を有していることを前提に本市の住民基本台帳に記

録され、当該住所地を生活の本拠地としていることをいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

(1) 大学等又は高校等に進学し、在学している期間に次条に規定する奨学金の貸与

を受けた者であること。 

(2) 大学等又は高校等を卒業した者で、交付申請日の属する年度（以下「申請年度」

という。）の末日において満３０歳以下であること。 

(3) 市内に定住している者であること。 



 

(4) 第５条第１項に規定する補助対象期間において、就業していること。ただし、

公務員としての就業は除くものとする。 

(5) 本人及び同一世帯に属する者が奨学金の返還及び本市の市税等を滞納していな

いこと。 

(6) 奨学金返還に対して、他の補助金の交付を受けていないこと。 

 

（補助金の対象となる奨学金） 

第４条 補助金の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 独立行政法人日本学生支援機構法（平成１５年法律第９４号）第１４条第１項

に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金  

(2) 五條市育英会が貸与する奨学金 

(3) 地方公共団体等が貸与する奨学金 

(4) その他市長が認める貸与型奨学金 

 

（補助金の額及び交付回数） 

第５条 補助金の額は、次条に規定する交付申請日の属する年の１月 1 日から申請

年度の１２月３１日までの間（以下「補助対象期間」という。）に返還した奨学金

の額（以下「返還額」という。）とし、１年度当たり１２万円を限度とする。ただ

し、補助対象期間の全てにおいて市内で就業している者については１年度当たり

１８万円を限度とする。 

２ 補助対象期間において、五條市に居住した期間又は就労期間が 1 年に満たない

場合は、返還額を居住月数又は就労月数のいずれか短い方の月数（１月に満たな

い月は切り捨てるものとする。）で案分した額（１円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた額）を、補助対象の返還額とする。 

３ 前２項に規定する補助金の額の算定において、延滞による奨学金返還額の増額

分は、考慮しないものとする。 

４ 同一の補助対象者に交付できる補助金の回数は５回までとする。 

 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、五條市奨

学金返還支援補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市

長に申請しなければならない。ただし、第１号に規定する書類は２回目以降の申

請時には省略することができる。 

(1) 大学等又は高校等が発行する卒業を証明する書類の写し 

(2) 奨学金の借入額及び補助対象期間の返還額が確認できる書類の写し 

(3) 誓約書及び同意書（様式第 1号別紙） 

(4) 本人確認書類の写し 

(5) その他市長が必要と認めるもの 



 

２ 前項の規定による申請は、これを行おうとする年度の毎年１２月２８日までに

行わなければならない。 

 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定により交付申請を受けたときは、その内容を審査して、

補助金を交付することが適当と認めるときは、交付決定を行い、五條市奨学金返

還支援補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、当該申請が第３条又は第４条に規定す

る要件を満たさないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、五條市奨学金返

還支援補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとす

る。 

 

（申請内容の変更等） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、第６条の

規定による交付申請の内容に変更があるときには、市長に対し五條市奨学金返還

支援補助金変更承認申請書（様式第４号）を提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更を承

認したときは、五條市奨学金返還支援補助金変更承認通知書（様式第５号）によ

り、又は変更を承認しないときは五條市奨学金返還支援補助金変更不承認通知書

（様式第６号）により、当該交付決定者に通知するものとする。 

 

 （中止の承認） 

第９条 交付決定者は、当該補助金の申請を辞退しようとするときは、あらかじめ

五條市奨学金返還支援補助金辞退申請書（様式第７号）を市長に提出し、その承

認を受けなければならない。 

 

 （実績報告） 

第１０条 交付決定者は、補助対象期間における奨学金の返還が完了したときは、

交付決定を受けた年度の１月１日から２月１０日までの間に五條市奨学金返還支

援補助金実績報告書（様式第８号。以下「実績報告書」という。）に次に掲げる書

類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象期間の奨学金の返還済額を証する書類の写し 

(2) 住民票又は戸籍の附票の写し（実績報告を行う年度の１月１日以降に発行され

たもの） 

(3) 申請者が被雇用者である場合は、就労証明書（様式第８号の２）（実績報告を

行う年度の１月１日以降に発行されたもの） 

(4) 申請者が自営業者である場合は、自営業申立書（様式第８号の３）及び自営業

を行っていることが確認できる書類 



 

(5) 本人確認書類の写し 

(6) その他市長が必要と認めるもの 

 

 （額の確定） 

第１１条 市長は前条の規定による書類の提出を受けた場合には、必要な検査を行

い、その報告に係る内容が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、五條市奨学金返還支援補助金交付額確定通知書

（様式第９号）により交付決定者に対して通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとする

ときは、五條市奨学金返還支援補助金請求書（様式第１０号）を提出しなければ

ならない。 

３ 前項に規定する請求は、当該年度の３月３１日までにしなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第１２条 市長は、前条の規定により補助金の請求書の提出を受けたときは、速や

かに補助金を交付するものとする。 

 

（補助金の返還等） 

第１３条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その

全部又は一部の返還を命ずることができる。 

  (1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。 

(2) この要綱に違反したとき。 

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

 

（台帳の整備） 

第１４条 市長は、補助金の交付状況等を明確にするため、これらを記録した台帳

を整備するものとする。 

 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則（令和７年五條市告示第４４号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

（失効等） 



 

２ この要綱は、令和１２年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、その失効

の日までに交付申請を行った者に対する本要綱の適用については、同日後もなお

従前の例による。 

 

附 則（令和７年五條市告示第８６号） 

この要綱は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和８年五條市告示第２６号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


